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今月のトピックス

2026年診療報酬改定の方向性（その5）～中医協総会資料より～

2025年10月25日～11月19日までの中医協総会の資料から、外来、在宅、入院、個別事項等（医科の
み）を抜粋してお示しいたします。中医協の議論もかなり具体化してきました。改定に向けて準備すべきことを整理し
ておきましょう。

中医協総会の日付及び該当箇所のURL 二次元バーコード

中央社会保険医療協議会 総会（第623回）2025年10月29日
入院について（その３）
個別事項について（その４）移植医療
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65351.html

中央社会保険医療協議会 総会（第624回）2025年11月5日
入院について（その４）
個別事項について（その５）がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html

中央社会保険医療協議会 総会（第625回）2025年11月7日
外来について（その３）
入院時の食費・光熱水費について（その１） 
個別事項について（その６）入院から外来への移行
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html

中央社会保険医療協議会 総会（第626回）2025年11月12日
在宅について（その３）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html

中央社会保険医療協議会 総会（第627回）2025年11月14日
入院について（その５）
個別事項について（その７）長期収載品の選定療養①
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html

中央社会保険医療協議会 総会（第628回）2025年11月19日
入院について（その６）
個別事項について（その８）小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
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両立支援コーディネーターが両立支援に携わった経
験のある疾患は、「がん」が最も多く、次いで「うつ病
などのこころの病気」「脳卒中」「指定難病」が多かっ
た。

⚫ 「療養・就労両立支援指導料」の算定対象疾患は、悪性新生物等の７疾患に限られているが、就労の状況を
考慮した療養上の指導を必要とする患者はこれらの疾病の罹患患者に限られないことを踏まえ、患者に関する勤
務情報が事業者の確認を受けた上で医療機関に提供されることや、就業の継続に配慮が必要な患者が対象と
なること等を前提として、療養・就労両立支援をさらに推進するため指導に至るプロセスや、対象疾患の限定を見
直すことについてどう考えるか。

算定期間（初回から３月以内）を満たさなかっ
たため算定できなかったが、それ以外の算定要件
は満たしている事例の平均指導期間は、6.8ヶ月
であった。

⚫ ２回目以降指導について、算定上限であ
る３月以上の期間に渡って指導が継続さ
れている実態を踏まえ、その算定上限を見
直すことについてどのように考えるか。

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイド
ライン」（平成28年２月公表）の参考資料として、主
な疾患の留意すべき事項（基礎情報、治療や症状に
対する留意事項等）を示している。また、各疾患におい
て、マニュアルや手引きが作成されている。
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情報通信機器を用いた診療のうち、「自身では
対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある
場合」として他の医療機関へ紹介を実施した割
合は、患者の所在が医療機関と同一である場合
と異なる場合のそれぞれで0.49%と0.59%で
あった。

⚫ 直接の対面診療を行える体制の整備状況について、患者に対し他医療機関への受診を指示するのみの事例がある場
合や、医師が国外から情報通信機器を実施した事例があること等、オンライン診療の実態を踏まえ、オンライン診療の有
効で適正な推進のための評価のあり方についてどのように考えるか。

一部の医療機関において、オンライン診療の適切な実施に関する指針や医療広告ガイドラインを遵守していない事例
がみられる。

⚫ オンライン診療の適切な実施に関する指針や医療広告ガイドラインを遵守していない事例がみられることを踏まえ、施設基
準の更なる明確化についてどのように考えるか。

直接の対面診療を行える体制の整備状況として、他医
療機関での対応を依頼する場合について、事前合意が
なく、患者に対し他医療機関への受診を指示していた場
合がみられた。また、医師が当該医療機関外で情報通
信機器を用いた診療を実施した場合に、国外から診療
を実施した場合が報告されている。
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⚫ D to P with D 型やD to D 型の遠隔
医療については、緊急性が高い状況や専
門の医師による対面診療が困難な状況
下において、有用性が高いことが考えられ
る。

⚫ 令和６年度入院・外来医療等における
実態調査によると、遠隔連携診療料を算
定できる状況以外でも医療的ケア児との
連携や、訪問診療における眼科・皮膚
科・耳鼻科等の専門医と連携している事
例も見られた。

⚫ 規制改革実行計画（令和７年６月13
日閣議決定）において、D to P with 
Nにおける診療報酬の算定方法に不明
確な部分があるとの指摘があった。

⚫ D to P with Nとして想定される診療形
態として、看護師等の所属や定期的な
訪問の有無等の違いがあり、訪問看護に
ついては介護保険との整理に留意が必
要である。

⚫ D to P with Nで実際に実施している診
療の補助行為として、採血、点滴注射、
創傷処置等が挙げられた。

⚫ D to P with Nについて、看護師等の所属や定期的な訪問時に行われるか等の看護の提供形態の違いを踏ま
えて看護師の訪問に係る評価を明確化することについて、どのように考えるか。

⚫ オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針における遠隔医療に期待される役割や、これまでの
診療報酬上の評価を踏まえ、D to P with D 型及び D to D 型の遠隔医療の診療報酬上の評価を一定の
考え方を踏まえて検討することについてどのように考えるか。

⚫ 遠隔連携診療料に関する調査結果や事例等を踏まえ、上記の一定の考え方に沿った、入院、外来及び在宅
におけるD to P with Dの対象疾患や評価のあり方についてどのように考えるか。

外来栄養食事指導料については、令和２年度か
ら初回の情報通信機器等の活用が評価され、令
和４年度からは２回目以降も算定可能となってい
るが、算定回数は極めて少なく、規制改革実施計
画において、オンライン診療の特性を十分に活かし
た活用が進まない算定要件となっていると指摘され
ている。

⚫ 情報通信機器を活用した外来栄養食事指導
料の推進の観点から、オンラインのみでの実施も
可能であることの明確化や、電話と情報通信機
器を同様としている取扱いについて、どのように考
えるか。
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⚫ 在宅療養指導管理材料加算について、２種類以上の加算を算定する場合であっても、医師の医学的判断に基
づく診療頻度の決定を推進する観点から、算定ルールを「３月に３回」に統一することについて、どのように考えるか。

⚫ 地域を面で支える在宅医療提供体制の構築を推進する観点から、24時間体制の確保に当たって保
険医療機関以外の第三者（株式会社等）によるサービスを利用する場合における、在宅療養支援
診療所及び病院の連絡体制及び往診体制に係る要件をどのように考えるか。

在宅患者共同診療料は在宅医療を提供
する連携医療機関からの求めに応じて、
共同で往診又は訪問診療を行った場合に
算定する点数であるが、算定回数は極め
て少ない。

⚫ 在宅患者共同診療料の活用場面を想定すると、算定状況や情報通信機器を用いた診療（D to P with D
等）の推進との関係を含めて、当該診療料の在り方についてどのように考えるか。
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⚫ 訪問看護師による手厚いケアのニーズがある重症な難治性皮膚疾患の利用者の状況を踏まえ、在宅難治性皮
膚疾患処置指導管理を別表第８に追加することについてどう考えるか。

⚫ 医師が支給を決定した衛生材料及び特
定保険医療材料について、医療機関や
薬局からの送付だけでなく、医師の指示に
基づき企業等から自宅に直接郵送できる
こととすることについて、どのように考えるか。

医師と薬剤師が同時に訪問する体制を取っている場合、減薬の実施に繋がることや、在宅担当医への処方提案など、
充実した薬剤管理に繋がることから、より適切な処方やポリファーマシー対策に繋がる可能性がある。

⚫ 訪問診療に当たって薬剤師が同時訪問をすることにより、ポリファーマシー対策等のメリットが期待されることを踏まえ、
診療報酬上の評価をどのように考えるか。

⚫ 潰瘍や水疱が発生することに伴い、ケアを繰り返し実施する必要があり、看護では皮膚状態の観察を行い、状態に応
じて、洗浄や水疱穿刺、ドレッシング材の選択等を行っている。

⚫ 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理は週４日以上の訪問看護が可能な別表第８に規定されていない。
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入院

⚫ 訪問看護指示書の交付に係る郵送代について、訪問看護指示書を交付する保険医療機関が負担することを
明確化することについてどう考えるか。

⚫ 母親がうつ病等の疾病で訪問看護が必要な
場合、訪問時に看護の一環として、子の世話
を補助する等の育児支援を同時に行うことが
あり、また、乳幼児の患者に対する看護の一
環として、母への育児指導を行うことがあるが、
こうした母子に対する訪問看護の取り扱いが
明確でないため、現場の運用が不安定になる
との指摘がある。

⚫ 訪問看護指示料等は、訪問看護指示書
を訪問看護ステーション等に対して交付した
場合に算定でき、疑義解釈では「医師の所
属する医療機関が準備し、その交付につい
ても医療機関の責任において行うもの」と示
している。

⚫ 医療機関における訪問看護指示書の郵送
にかかる費用負担先の認識は統一されてい
ない状況がある。

⚫ 障害者施設等入院基本料10対１～15対１入院基本料を算定する病棟では、主たる病名が廃用
症候群である患者の入院が多いが、療養病棟にも多く入院しており、患者の状態が両病棟で類似して
いることを踏まえ、慢性期の入院料における役割分担等の観点から、その評価の在り方についてどのよう
に考えるか。

⚫ 妊産婦及び乳幼児の利用者への質の高い訪問看護の推進についてどう考えるか。その際、育児支援を主な
目的とした訪問看護は診療報酬の対象とならないことを明確化する一方で、傷病を原因として在宅で療養す
る妊産婦や乳幼児の利用者本人の訪問看護を行う場合に、その一環として、本人へのケアと併せて、子の育
児の支援や、母の育児指導等を行う場合に、こうした時間が訪問看護の提供時間に含まれることを明確化す
ることについて、どう考えるか。
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⚫ また、地域包括医療病棟では急性期一般
入院料２～６の病棟に比べてリハビリテーショ
ンの実施割合や早期開始割合、休日のリハ
ビリテーション提供単位数等がいずれも多いも
のの、約40%の病棟で入院中にADL低下す
る患者が５％を超えており、高齢や要介護者
ではADLが低下する患者が多いことを反映し
ていると考えられた。

⚫ 高齢者の生理学的特徴や地域包括医療病棟における診療の現状を踏まえ、より高齢の患者を入院させること
への負のインセンティブを生まない観点から、平均在院日数やADL要件等のアウトカム評価の在り方について、ど
う考えるか。

⚫ 地域包括医療病棟に求められる、高齢者に頻度の高い疾患や緊急入院の受け入れを促進する評価の在り方
について、例えば、地域包括医療病棟の入院料は患者によらず一律であるが、手術のない緊急入院の患者は
手術を行う患者と比べ、包括範囲内で実施される医療が多いが出来高で算定できる医療は少ないこと等を踏ま
え、どのように考えるか。

⚫ 地域包括ケア病棟の初期加算は、転院・転棟とそれ以外の差は大きく設定されている一方、直接入院のうち救急
搬送からの入院と予定入院との差は小さい。実際の包括内出来高点数は、転院・転棟や直接の予定入院と比べ、
直接の緊急入院の場合は高いこと等を踏まえ、その在り方について、どのように考えるか。
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⚫ 地域包括ケア病棟において求められる包括期
の管理・ケアを踏まえ、適切な栄養管理を行う
ための体制確保を促す評価の在り方について、
どのように考えるか。

包括期の入院医療を担うにあたり、その機能を表現で
きる指標の候補として、救急搬送受入件数、下り搬
送受入件数、後方支援に係る加算の算定件数等が
考えられる。

⚫ 地域包括医療病棟・地域包括ケア病棟を有
する病院が地域で包括期の医療を担うにあた
り、在宅医療の後方支援、救急からの下り搬
送の受け入れ、介護施設等との連携、その他
の地域貢献など、果たすべき機能がより評価
されるための評価の在り方について、在宅療
養後方支援病院への評価との関係性も含め、
どのように考えるか。

⚫ 高齢者が多く入院するような地域包括医療病棟及び地域包括ケア病棟では、「入院前に比べADLが低下し、
退院後の生活様式の再編が必要であること」等、特に人手や時間を要する患者の割合が多いことを踏まえ、こうし
た病棟における入退院支援の評価についてどのように考えるか。
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⚫ 入退院支援加算と精神科入退院支援加
算の両方を届け出た場合、入退院支援部
門に配置が求められる専従職員が、同一の
入退院支援部門で双方の業務を兼ねること
についてどのように考えるか。

⚫ 入退院支援加算の「退院困難な要因」
に、「患者の生活や意思決定を支援する
親族がいない場合」を加えることや、「要
介護／要支援状態であるとの疑いがある
が要介護／要支援認定が未申請である
場合」に準じて「要介護認定の区分変更
申請が必要と判断される場合」を加える
ことについてどのように考えるか。

⚫ 地域連携診療計画加算について、検査・画像
情報を添付して情報提供した場合の評価につい
てどのように考えるか。

⚫ 要介護・要支援者の円滑な入退院の実現に
向けて、市町村が実施する在宅医療介護連
携推進事業等による地域の医療・介護関係者
の協議によって策定された「入退院支援ルール」
に基づき入退院支援を行った場合の評価につ
いてどのように考えるか。
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⚫ 面会制限が最低限に留められるよう、医
療機関として適時適切に面会ルールの見
直しを行うことが望ましいことを入院料の通
則に位置づけることについてどのように考え
るか。また、患者家族の面会機会の確保
が円滑な入退院支援の実現において必
要であることから、入退院支援加算の要
件としてこのような取組を位置づけることに
ついてどのように考えるか。

⚫ 患者の退院先となる介護施設等から当該医
療機関が金品の授受を行っていることは患者
本位の入退院支援の実現を阻害する恐れが
あることから、金品を受け取っていないことを入
退院支援加算の要件とすることについてどのよ
うに考えるか。

⚫ 医療機関が医療の提供、経営、地域連携
等を総合的に行っていくに当たって、看護業
務の質の高いマネジメントが重要であることを
踏まえ、看護の管理能力を向上する取組を
促進することについてどのように考えるか。

⚫ 看護要員の必要数と配置数を算出するた
めの「様式９」について、病棟内での短時間
のオンライン研修受講や、通常の医療で必
要な病棟外での業務等について、入院患
者の看護に影響のない範囲で勤務時間に
算入できるよう追加するなど、わかりやすく整
理し明確化することについてどのように考える
か。



© 2025 NICHIIGAKKAN CO., LTD. All rights reserved. 

NICHII Communication of medical care

⚫ 地域の介護保険施設等に対して、医療ケ
ア等に関する支援を行う病院が一定存在
しており、特定行為研修修了者等の専門
性の高い看護師が訪問による支援等が実
施されている。このような状況を踏まえ、専
従要件等を緩和することについてどのように
考えるか。合わせて、院内における専従要
件等の扱いについてどのように考えるか。

⚫ 看護記録や情報共有等の間接的な業務時
間が長く、療養上の世話や診療の補助といっ
た直接的なケアの時間を確保し看護業務の
更なる業務負担軽減を推進する観点から、
①見守り、②記録、③医療従事者間の情
報共有といった全ての類型のICT機器を活用
をする場合に、入院基本料等に規定する看
護職員の配置基準に対しての柔軟化を行う
ことに対してどう考えるか。また、配置の柔軟
化を行う場合、その入院基本料等の範囲を
どのように考えるか。

⚫ 回復期リハビリテーション病棟における集中的
なリハビリテーションが必要な重症患者の入棟
を適切に評価する観点から、重症患者の範
囲や入棟を求める割合を見直すことについて、
どのように考えるか。

以下のような点等を踏まえ、回復期リハビリテーション病棟の役割
に照らし、実績指数のあり方やそれらを要件とする入院料の範囲
についてどのように考えるか。

⚫ 実績指数からの除外対象の患者割合が高い一方で、除外
対象を更に分類すれば、除外対象でない患者と同様にFIM
運動利得が得られる群が含まれること。

⚫ 全ての病棟において、実績指数の除外対象となる患者が、
除外できる割合である３割を越えていること。

⚫ FIMの下位項目の中でも、歩行やトイレ動作が５点（監
視）～６点（修正自立）程度まで改善した場合は在宅
復帰の割合が大きく上昇すること。
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⚫ 「日常生活機能評価表」は、回復期リハビリテー
ション病棟入院料１～４、特定機能病院リハビリ
テーション病棟における重症患者の判定と、当該患
者の改善を測定する際の指標の選択肢としてのみ
記載されており、測定のタイミングは入院時と退院
時に限られている。

⚫ FIMは実績指数の算出に必須だが、日常生活機
能評価表は目的が限られており、測定は必須では
ない。

⚫ 日常生活機能評価表は、リハビリテーション病棟
入院料等における重症患者の該当基準及び重
症患者の改善度合いの基準としてのみ用いられて
おり、いずれもFIMによる基準が併記されていること
を踏まえ、現場の負担軽減の観点から、その役割
についてどのように考えるか。

⚫ リンパ浮腫複合的治療料は、現行の算定要件（１回２０分ないし４０分）に比して、1回の指導に比較的長
い時間を要することや、アクセス困難な地域があることを踏まえ、その評価についてどのように考えるか。

⚫ 特定機能病院の承認要件については、現在の承認要件を基本としつつ、大学病院本院が求められる役割を果た
すことができる水準を確保するための基礎的基準が設定され、①当該基準を満たす病院、②当該基準で求めら
れる水準に準ずる役割を果たすと評価できるナショナルセンター等、③現在の承認要件を満たすその他の特定機
能病院の３つに分かれることとなった。これらの病院の果たす役割や機能の違いを踏まえ、特定機能病院入院基
本料の評価のあり方についてどのように考えるか。
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⚫ 処置及び手術の休日・時間外・深夜加算
１について、チーム制では、診療があった緊
急呼び出し当番翌日を休日とすることとさ
れているものの、当該緊急呼び出し当番に
おける診療の有無が予見できないことや、
令和６年度以降、医師の働き方改革によ
り、原則、勤務間インターバルが確保されて
いること等を踏まえ、チーム制において緊急
呼び出し当番翌日を休日とすることの必要
性をどのように考えるか。

⚫ 医師数が減少する診療科があるなど医師の
診療科偏在が課題となっていることを踏まえ、
地域の診療体制の確保とともに勤務環境等
の改善や診療科偏在の解消を図る取組みの
評価のあり方についてどのように考えるか。

⚫ 地域医療体制確保加算届出医療機関におけ
る勤務環境改善の取組状況や、時間外・休日
労働時間の減少を踏まえ、地域医療体制確保
加算における、年度毎の時間外・休日労働時
間の上限基準の漸減について、今後のあり方を
どのように考えるか。

⚫ 「人事院規則で定める地域」の見直しを踏まえ、
地域加算における地域区分を見直すことにつ
いて、どのように考えるか。
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⚫ 病院薬剤師の業務に対する評価のあり方につ
いてどのように考えるか。

⚫ 転院・転所時におけるシームレスな薬物治
療の実施や、転院・転所を含めた長期的
な薬剤師の介入によるポリファーマシー対
策を推進する観点から、病院薬剤師によ
る施設間の薬剤情報連携について、診療
報酬上の評価をどのように考えるか。

個別事項

⚫ 令和７年10月の「臓器の移植に関する法
律」の運用に関する指針（ガイドライン）の
改定により、臓器提供における説明・同意取
得等の行為を実施することが可能となった認
定ドナーコーディネーターを院内に配置するこ
とにより、臓器提供の過程においてあっせん機
関のコーディネーターの到着を待つ時間が短
縮されることから、希望する国民の意思をより
尊重し、脳死臓器提供機会の確保等に繋
がることが期待されることを踏まえ、脳死臓器
提供管理料等の評価のあり方について、どの
ように考えるか。

⚫ 抗HLA抗体陽性患者は臓器定着率が低いため、
移植待機期間における事前の治療が推奨される
ところ、抗HLA抗体は、輸血歴や妊娠歴等のあ
る患者のみならず幅広い患者に対して陽性となる
報告等を踏まえ、抗HLA抗体検査の対象となる
患者の要件について、どのように考えるか。
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「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術長径２㎝
未満」及び「水晶体再建術眼内レンズを挿入する
場合その他のもの」について、入院で実施した場
合の総請求点数は、病院の入院外で実施した場
合の総請求点数よりも高かった。

⚫ 短期滞在手術の外来移行を促す観点か
ら、短期滞在手術等基本料の対象手術
のうち、主として外来で実施される手術に
ついて、臨床的に入院で実施する必要性
が乏しいが入院で実施した場合の点数と、
病院の外来で実施した場合との点数差を
縮小する方向で見直すことについて、どの
ように考えるか。

⚫ 短期滞在手術等基本料３の対象手術を
実施した場合の評価について、様々な算定
方法が混在していること等を踏まえ、病院が
DPC対象病院であるかどうかにかかわらず、
短期滞在手術等基本料３を算定するよう
見直すことについて、どのように考えるか。

⚫ 現在、患者希望で長期収載品を使用した場合、長期収載品と後発医薬品の価格差の４分の１相当を患者
負担としているが、この水準を価格差の２分の１、４分の３又は１分の１に引き上げることについて、どのように
考えるか
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⚫ 今般、皮下注射で投与可能な抗悪性腫

瘍剤(以下、「皮下注製剤」)が上市されて
おり、静脈内注射等により投与する抗悪性
腫瘍剤（以下、「静注製剤等」）よりも、
投与部署での所要時間が短く済むものが
存在する一方で、静注製剤等と同様に、
一定の頻度で重篤な副作用（SAE)が発
生するものも存在するが、外来腫瘍化学療
法診療料については、静脈内注射等により、
抗悪性腫瘍剤を投与した場合に限り算定
できることとされており、皮下注射により投与
した場合については、外来化学療法加算を
算定できないこととされている。

⚫ 全国がんセンター協議会が実施した調査に
おいては、皮下注製剤の未導入の理由とし
ては、「外来化学療法加算を算定できな
い」が最多であった。

⚫ 皮下注射で投与可能な抗悪性腫瘍剤が上市されており、治療時間の短縮等の患者メリットが期待される一方
で、静注製剤と同様に重篤な副作用（SAE)が発生するものが存在する点等を踏まえ、悪性腫瘍の患者に対す
る外来における安心・安全な化学療法の実施を推進する観点から、十分な体制下で行われる、皮下注射による
外来腫瘍化学療法を外来腫瘍化学療法診療料の算定対象とすることについて、どのように考えるか。

⚫ IMRTの医師要件について、遠隔放射線
治療計画加算における評価や厚生労働科
学研究の研究結果を踏まえ、がん診療連
携拠点病院等について、放射線照射計画
の立案等の遠隔支援を行うことにより医師
要件の施設基準を見直すことについて、どの
ように考えるか。

⚫ 就労等の社会的、経済的な問題等、がん
患者ががんとともに生きるプロセスで直面する
課題は多様であることを踏まえ、医師、看護
師又は公認心理師と必要に応じて共同する
職種として社会福祉士を明記することについ
てどのように考えるか。
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⚫ 人工腎臓については、施設の効率性の観点を
踏まえた評価が行われているが、施設基準の
１つである透析用監視装置の台数及び透析
用監視装置一台当たりの患者数について、慢
性維持透析１を算定している医療機関の中
で算定回数が非常に多い医療機関が一定数
存在することを踏まえ、評価のあり方についてど
のように考えるか。

⚫ 災害時の透析医療継続のための対策につい
て、個別の対策の位置づけや、日本透析医
会災害時情報ネットワーク等への登録や自治
体等との連携体制の確保に係る評価のあり方
についてどのように考えるか。

⚫ 腎代替療法に関する情報提供について、腎代
替療法の３つの選択肢を提示している医療機
関が半数程度であること、腎代替療法に係る治
療手段の検討は導入期以外にも発生することを
踏まえ、情報提供に係る評価のあり方についてど
のように考えるか。

⚫ シャントトラブルに対する対応として、自院で治療する施設、事前に連携している医療機関に紹介する施設又は
事前に連携していない医療機関に紹介している施設があることを踏まえ、慢性維持透析患者のシャントトラブルへ
の対応に関する評価のあり方についてどのように考えるか。
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⚫ 現状、腹膜透析の患者の管理には地域
差があること、一部の地域において、病診
連携により、PD導入後もかかりつけ医によ
る診療を継続しつつ、合併症治療や入院
管理を要する場合には、基幹病院で対応
している例があることを踏まえ、在宅自己腹
膜灌流指導管理料の算定要件についてど
のように考えるか。

⚫ 緩和ケア病棟入院料において、緩和的放射線
照射については包括範囲外とされている取扱いを
参考にして、当該入院料における神経ブロックの
評価のあり方をどのように考えるか。

⚫ 末期呼吸器疾患患者及び終末期の腎不全患者に対する緩和ケア診療の評価のあり方についてどのように考える
か。また、透析を中止した末期の腎不全患者は、末期のがん患者と同様に急速に身体機能が悪化し密度の高い
緩和ケアを要することを踏まえ、緩和ケア病棟の対象患者についてどう考えるか。

⚫ 療養病棟における、悪性腫瘍以外の医療用麻
薬による疼痛コントロールを要する病態の医療区
分の取扱いについて、どのように考えるか。
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⚫ 母体・胎児集中治療室においてオンコールによる対応を行う医師が速やかに診察を開始できる現状等を踏まえ、
「母体・胎児集中治療室管理料」の専任医師配置要件について、「周産期医療の体制構築に係る指針」の
「MFICUに求められる事項」に即して見直すことについてどのように考えるか。

⚫ 「周産期医療の体制構築に係る指針」においては、周産期母子医療センターに求められる事項として、地域周産
期医療関連施設等からの救急搬送を受け入れることや、24時間体制での緊急帝王切開術等に対応すること等
が示されていることを踏まえ、「母体・胎児集中治療室管理料」について、母体搬送受入件数や帝王切開実施件
数等に関する病院の実績を前提とした評価とすることについてどのように考えるか。

⚫ 新生児の集中治療室を有する病院における低出生体重児の入院数が減少傾向であることを踏まえ、周産期医
療体制を適切に維持する観点から、都道府県により総合／地域周産期母子医療センターとして整備されている
医療機関を対象に、新生児特定集中治療室管理料等の低出生体重児入院数に関する実績要件を緩和するこ
とについてどのように考えるか。
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⚫ 医療的ケア児（者）に対する円滑な医療
提供の観点から、療養病棟において、超重
症児（者）加算・準超重症（者）加算を
算定する医療的ケア児（者）を医療区分
３・２として評価することについて、どのように
考えるか。

⚫ 小児科医療機関において「小児科療養指導料」を算定していた小児患者について、成人移行期となり小児科以
外の医療機関に紹介された場合には、一定の期間、紹介先医療機関においても同様の管理料を算定できること
としてはどうか。

⚫ 「抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤」である
ニルセビマブの注射当日の診療は、パリビズマブと
同様、小児科外来診療料ではなく出来高で算定
することとしてはどうか。

⚫ 「造血器腫瘍又は類縁疾患ゲノムプロファイリン
グ検査」は、その検査料が44,000点と極めて高
額である一方で、入院中に実施すべき必要性が
特に強いこと等を踏まえ、小児入院医療管理料、
特定集中治療室管理料等の包括範囲外として
はどうか。
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⚫ 入院患者数の減少により結核病棟の維
持が困難となっている中、地域での結核
患者を受け入れる病床確保のため、ユ
ニット化病床やモデル病床等が活用され
ているが、ユニット化病床では、一般病
棟と合わせた場合でも重症度、医療・看
護必要度を満たすことが困難となってい
る事例があることや、モデル病床等におい
ても、結核患者と合わせて、一般病棟に
おける重症度、医療・看護必要度や平
均在院日数の基準を満たすことが困難
となっている事例があることを踏まえ、ユ
ニット化病床における重症度、医療・看
護必要度や、モデル病床等における重
症度、医療・看護必要度、平均在院日
数の取り扱いをどのように考えるか。

⚫ ○特定感染症入院医療管理加算では
三類～五類感染症等の患者に対して適
切な感染防止対策を実施した場合に、
特定感染症患者療養環境特別加算で
は二類～五類感染症等の患者に対して
個室管理等を実施した場合に加算を算
定できる。CDI感染症及びESBL産生腸
内細菌目細菌感染症については、感染
症法の対象疾病となっていないものの、
接触感染により院内感染が起こり、在院
日数の延長や、死亡率の上昇につながる
感染症であるため、個室管理が推奨され
ている感染症であることを踏まえ、これらの
感染症の取扱いをどのように考えるか。

⚫ 「医療事故調査制度等の医療安全に係
る検討会」等において、医療安全管理委
員会へ報告すべき重大事象の明確化、
医療安全管理者の要件や担務、医療
事故の判断に携わる者の研修受講、医
療機関間の連携促進等、医療安全対
策上必要である事項が整理されたこと等
を踏まえ、患者への安心安全な医療の
提供を更に推進する観点から、医療安
全対策加算の要件を見直すことについて、
どのように考えるか。
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⚫ 医療安全を更に推進する観点から、検体
検査管理加算の施設基準において、パニッ
ク値の項目と閾値の設定、パニック値の報
告及びパニック値への対応等を、満たすこと
が望ましい要件として設定することについて、
どのように考えるか。

入院時の光熱水費

⚫ 近年の光熱・水道費の高騰を踏まえた対応を行う観点から、家計における光熱・水道支出を勘案して行われた
令和６年度介護報酬改定による多床室の居住費の基準費用額の引上げを踏まえ、入院時の光熱水費の基
準額の見直しについてどのように考えるか。
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いきいきホスピタル
マイナ保険証等の移行期における暫定措置

厚生労働省保険局2025年11月12日付で事務連絡「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について

（周知）」を医療関係団体に通知しました。一般向けには、従来の健康保険証の有効期限は、2025年12月1

日で満了となり、2025年12月2日以降は、医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証を持っている方は「マイナ保

険証」を、マイナ保険証を持っていない方は「資格確認書」をご提示することになるとされています。

しかし、移行期における暫定措置として、加入している保険者の違いなく、すべての保険証が2026年3月末まで

使えることになる、という通知が発信されました。12月2日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持

参してしまった患者や、保険者から通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者に対しての対応ということ

になります。関係している部分をその通知文書より抜粋してお示しいたします。

該当部分のみ抜粋
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算定 à la carte

新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援に係る取扱いについて

2025年11月14日、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課より、上記に

関する連絡文書が発信されています。 それを受けまして、2025年12月請求分より2026年2月請

求分まで、医療機関からの再審査請求を含めたすべての請求について、審査支払機関において返戻

処理せず取り扱うこととした旨、社会保険診療報酬支払基金と公益社団法人国民健康保険中央

会の連名で、11月21日に「事務連絡」が発信されております。

関連文書をお示しいたしますので、確認していただき、取り扱いに漏れのないようにご請求願います。

なお、この件に関する問い合わせに関しては、各都道府県の支払基金及び国保連合会へ連絡願い

ます。

【全文】

平素より、感染症対策等にご尽力を賜り、誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）による新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援につ
いては、「新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等に係る取扱いについて」（令和７年５月21日厚生労働省
健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課事務連絡）において、令和７年４月請求分までの請求に係る再審
査請求に対する公費支援の取扱いについて整理すること、当該取扱いが整理されるまでの間、社会保険診療報酬支払
基金及び公益社団法人国民健康保険中央会（以下「審査支払機関」という。）において医療機関及び薬局（以下
「医療機関等」という。）からの再審査請求を含めた全ての請求を返戻又は保留することをお示ししていたところです。

今般、医療機関等からの請求に対する公費支援を実施するために必要な予算を厚生労働省において確保したため、
法別番号「28」のうち、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療
の提供に係る費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載等について」（令和２年４月30日保医発 0430第４
号厚生労働省保険局医療課長通知）及び「新型コロナウイルス感染症の令和５年10月以降の公費支援の費用の
請求に関する診療報酬明細書の記載等について」（令和５年９月28日保医発 0928 第１号厚生労働省保険局
医療課長通知、令和５年11月７日最終改正）による公費負担者番号に係る請求については、令和７年12月請求
分より、医療機関等からの再審査請求を含めた全ての請求を受け付けていただくよう、「新型コロナウイルス感染症患者
等の公費支援の実施について（依頼）」（令和７年11月14日社会保険診療報酬支払基金及び公益社団法人国
民健康保険中央会宛て厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課事務連絡）により審査支払機
関に対して依頼したところです。

新たに確保した予算は令和８年２月請求分までが対象となりますので、内容についてご了知の上、貴会会員に対し、
未請求のレセプトがある場合は早急に請求を行うよう周知をお願いいたします

https://www.ssk.or.jp/oshirase/coronavirus_oshirase.files/covid-19_r071121_1.pdf

関連文書名及び該当箇所のURL 二次元バーコード

「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医
療の提供に係る費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載等について」（令和２年４
月30日保医発 0430第４号厚生労働省保険局医療課長通知）
https://www.mhlw.go.jp/content/000626868.pdf

「新型コロナウイルス感染症の令和５年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報
酬明細書の記載等について」（令和５年９月28日保医発 0928 第１号厚生労働省保
険局医療課長通知、令和５年11月７日最終改正）
https://www.mhlw.go.jp/content/001165072.pdf

11月14日連絡文書

https://www.ssk.or.jp/oshirase/coronavirus_oshirase.files/covid-19_r071121_1.pdf
https://www.ssk.or.jp/oshirase/coronavirus_oshirase.files/covid-19_r071121_1.pdf
https://www.ssk.or.jp/oshirase/coronavirus_oshirase.files/covid-19_r071121_1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000626868.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001165072.pdf
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